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免責事項

本調査は、資源エネルギー庁と当法人との間で締結された令和4年4月12日付け契約書に基づき、公開情報を基に実施したものでありま

す。調査結果の妥当性について、当法人として、保証を与えるものでも、意見を述べるものでもありません。

また、外国語の情報等については、利用者の便宜の用に供するため当法人にて日本語に翻訳したものであり、常に原文が優先することにご

留意下さい。なお、本報告書の発行後に、関連する制度やその前提となる条件について、変化が生じる可能性があります。
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Self-schedule電源の運用方法の比較*1（PJM、ERCOT、NYISO）

PJMとERCOTでは、Self-schedule電源として発電量を前日市場へ提出し、プライステイカーとして市

場参加することを認めている。NYISOでは、Self-schedule電源という名称の電源は存在しないが、

同様の運用方法として、Self-Committed Fixedモードという入札方法がある

PJM ERCOT NYISO

運用方法 市場へ入札して運用する。

• Self-schedule電源として発電量を前日市場へ提出する。

• 価格情報は市場価格の設定に使用されない（プライステイカー

として市場参加）

Self-Schedule電源として定義された運

用方法はない。コミットメントの可能性を

高めるために、発電事業者は入札時、

下記の方法を採ることができる。

• 起動費を0ドルで登録

• 最低出力費用を低価格で登録

• 出力増分費用を低価格で登録

• Self-Committed Fixedモードで入

札

対象電源 Self-schedule電源として認める電源種の指定はなし。

電源の差し替え 市場参加者による電源の差し

替えは不要。（実需給の65

分前までにPJMにスケジュール

変更を通知するのみ。）

市場参加者による電源の差し

替えは不要。（実需給の60

分前までにERCOTにスケジュー

ル変更を通知するのみ。）

*1 出所：PJM、Manual 11、2022年3月、https://www.pjm.com/-/media/documents/manuals/m11.ashx

ERCOT、ERCOT Nodal Protocols、2022年7月、https://www.ercot.com/files/docs/2022/07/28/July%2029,%202022%20Nodal%20Protocols.pdf

NYISO、Manual 11、2022年12月、https://www.nyiso.com/documents/20142/2923301/dayahd_schd_mnl.pdf/0024bc71-4dd9-fa80-a816-f9f3e26ea53a

https://www.pjm.com/-/media/documents/manuals/m11.ashx
https://www.ercot.com/files/docs/2022/07/28/July%2029,%202022%20Nodal%20Protocols.pdf
https://www.nyiso.com/documents/20142/2923301/dayahd_schd_mnl.pdf/0024bc71-4dd9-fa80-a816-f9f3e26ea53a
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Must Run電源の入札割合*1 （1/2）（PJM）

Self-schedule電源は、プライステイカーとして市場参加することにより起動を確約させる電

源のことであり、下記PJMにおける2021年の事例では、前日市場に入札されたMWの

18.6％がSelf-schedule電源のMust Runとして入札されている

*1 出所：Monitoring Analytics、State of the Market Report for PJM、2022年3月、

https://www.monitoringanalytics.com/reports/PJM_State_of_the_Market/2021/2021-som-pjm-sec3.pdf

*2 経済負荷配分に従って調整可能な出力範囲の下限

*3 経済負荷配分に従って調整可能な出力範囲の上限

単位：MW%

18.6 27 53.6

1 2 3

【Self-schedule電源】

Economic MinまでのMW部分

（＝Must Run）

【Self-schedule電源以外】

Economic MinまでのMW部分

【Self-schedule電源＋Self-schedule電源以外】

PJMによって最適運用されるDispatchableのMW部分

前日市場に入札された全電源のMW内訳（2021年）

Dispatchable

のMW部分

MW

Economic Min

までのMW部分

＝Must Run

Economic Min*2

Economic Max*3

1

3

Self-Schedule電源の出力イメージ

Dispatchable

のMW部分

MW

Economic Min

までのMW部分

Economic Min

Economic Max

2

3

Self-Schedule電源以外の出力イメージ

※ Economic Minは出力調整可能な出力範囲の最小値、Economic Maxは最大値として設定され、Economic Min＝ Economic Max

の場合は、出力量を一定の形で入札することができる。

https://www.monitoringanalytics.com/reports/PJM_State_of_the_Market/2021/2021-som-pjm-sec3.pdf
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Must Run電源の入札割合*1 （2/2）（PJM）

電源種別に見ると、水力発電や原子力発電において、Must Runでの入札割合が大きい

6.2 29.1 64.2

コンバインドサイクル発電（2021年）

51.1 47.1

燃焼タービン発電（2021年）

93.8 6.3

ディーゼル発電（2021年）

85.2 14.8

水力発電（2021年）

83 6.5 10.6

原子力発電（2021年）

13.9 86

太陽光発電（2021年）

18.7 19.2 60.6

蒸気発電（石炭） （2021年）

3.7 20.2 75.7

蒸気発電（その他） （2021年）

4.6 94.7

風力発電（2021年）

17.7 40 38.3

その他（2021年）

0.4

*1 出所：Monitoring Analytics、State of the Market Report for PJM、2022年3月、

https://www.monitoringanalytics.com/reports/PJM_State_of_the_Market/2021/2021-som-pjm-sec3.pdf

単位：MW%： Must Run ： Economic Min ： Dispatchable

0.1

0.7

https://www.monitoringanalytics.com/reports/PJM_State_of_the_Market/2021/2021-som-pjm-sec3.pdf
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需要側入札の比較*1（PJM、NYISO、CAISO）

PJM、NYISO、CAISOとも、需要側の入札タイミングは前日市場のみとなっており、固定

需要入札と価格変動需要入札の両方が認められている

PJM NYISO CAISO

入札タイミング 前日市場 前日市場 前日市場

固定需要入札
あり

（Fixed Demand bid）

あり

（Fixed bid）

あり

（Self-Schedule）

入札情報 需要量 需要量 需要量

価格変動需要

入札

あり

（Price-Sensitive Demand bid）

あり

（Price Capped Load bid）

あり

（Economic Bid）

入札情報
需要量及び価格の組合せ情報

（最大9区分）

需要量及び価格の組合せ情報

（最大3区分）

需要量及び価格の組合せ情報

（最大10区分）

*1 出所：PJM、Fixed/Price Sensitive Demand Bids, Load Response, Virtual Bidding & Pump Storage Optimizer in the DA Market、2018年、

https://www.pjm.com/-/media/committees-groups/committees/mic/20180614-special/20180614-item-04-demand-virtual-bidding-pump-storage-in-

da-market.ashx

NYISO、Market Participants User’s Guide、2021年10月、https://www.nyiso.com/documents/20142/3625950/mpug.pdf

CAISO、California Independent System Operator Corporation Fifth Replacement FERC Electric Tariff、2022年11月、

http://www.caiso.com/Documents/Conformed-Tariff-as-of-Nov29-2022.pdf

https://www.pjm.com/-/media/committees-groups/committees/mic/20180614-special/20180614-item-04-demand-virtual-bidding-pump-storage-in-da-market.ashx
https://www.nyiso.com/documents/20142/3625950/mpug.pdf
http://www.caiso.com/Documents/Conformed-Tariff-as-of-Nov29-2022.pdf
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相対取引*1（PJM）

特定の売り手と買い手が直接電力の取引を行うことを相対取引といい、エネルギー費用は

当事者間で直接、混雑費用とロス費用は市場を介して精算を行う

*1 出所：PJM、Manual 11、2022年10月、https://www.pjm.com/~/media/documents/manuals/m11.ashx

PJM、Market Settlements – Advanced（Energy and Transaction Billing Examples Module）、2017年、https://www.pjm.com/-/media/training/nerc-

certifications/markets-exam-materials/advanced/energy-and-transactions-billing-examples.ashx

*2 Self-Schedule電源と相対取引との関係は別途精査が必要。

特定の売り手と買い手が直接電力の取引を行うことを相対取引という。概要

市場に対して主に下記のアクションが求められている。

• 相対取引の売り手は、相対取引に係る発電スケジュールをPJMへ提出する。

• 相対取引の買い手は、相対取引情報をPJMへ提出する。

市場との関係

相対取引の売り手と買い手間で、直接精算を行う。

精算

エネルギー費用

（発電費用）

混雑費用・

ロス費用
相対取引の買い手が、PJMへ支払いを行う。

https://www.pjm.com/~/media/documents/manuals/m11.ashx
https://www.pjm.com/-/media/training/nerc-certifications/markets-exam-materials/advanced/energy-and-transactions-billing-examples.ashx
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